
令和２年度第５回福岡市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時及び場所 

（１）日時   令和２年７月１０日（金） 開会 午後  １時４５分 

閉会 午後  ２時５０分 

（２）場所   福岡市鮮魚市場会館 ２階 第１会議室 

２ 出席委員及び欠席委員氏名・人数 

 （１）出席委員 

 中村 光明 笠  信一 城戸 武稔 久保田 喜一 笠  康雄 

 田代 文昭 清水 源義 中村 美佐子 髙木  智代 淀川 正之 

 川嶋 仁 柴田 清治 井手 鐡男 小賦  眞須美 城田 知子 

 明永 卯太郎 牛尾 憲一 上田 義廣   

    以上 １８ 名 

 （２）欠席委員 

    笠  文彦   以上   １ 名 

３ 総会に附した議題及び審議の内容 

   別紙記載のとおり 

４ 動議及び提案者の氏名 

 （１）動議の内容 

    なし 

（２）提案者 

    なし 

５ 議事録署名人に指名された委員の氏名 

 久保田 喜一    笠 康雄 

６ 書記氏名 

  遠矢 千夏    古島 美保 

７ 総会に出席した関係人の氏名 

  なし 

８ 農地利用最適化推進委員出席者 

 安河内 實 井上 哲磨 進藤 弥須夫 城戸 憲一 中村 和久 

 大神 達雄 下司 弘 板倉 清人 角  一三 馬場 雄治 

 安永 明弘 西嶋 愼二 青柳 善滿 三笘 義則 髙宮 秀之 

 山田 厚 吉積 俊彦 塚本 喜代太 徳重 茂 大神 常夫 

 宗 義治 冨田 一夫 西  康晴   

      

９ 事務局出席者 

 藤尾 浩 堀 佳枝 宮原 信彦 行 真樹 國武 雅也 

 志藤 伸一 若松 弘恵 波多江 政憲 桑野 綾子  
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまより，令和２年度第５回福岡市農業委員会総会を開会いたしま

す。 

農業委員定数１９名中１８名が出席されており，定足数を満たしておりま

すので，総会は成立いたします。 

本日の議事は，審議事項の議案が１４件，報告事項が４件，協議事項が１

件となっております。 

議事運営につきまして，ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に，本日の総会の議事録署名人について，「久保田 喜

一委員」と「笠 康雄委員」を指名します。よろしくお願いいたします。 

それでは，議事に入ります。 

 

 案件１ 農地に係る事項 

議題第１号 

「農地法第３条の規定による許可申請（その１）」について 

 

議    長 

 

審議事項の議題第 1号「農地法第３条の規定による許可申請（その１）」に

ついて，事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（議案第１号について，資料により説明） 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第２号～第３号について，資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた推

進委員に意見をお伺いします。 

議案第１号について，担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

調査結果の報告をいたします。申請地はスーパーの裏手にあり，申請者親

子が所有しているぶどう畑の一部です。現在は，ほぼブドウの栽培として利

用されており，所有権移転後もぶどうの栽培を継続していくとのことでし

た。周辺には，ほかの農地はなく，地域との調和の要件については支障はあ

りません。なお，今後も贈与による所有権の移転を考えているとのことでし

た。以上です。 

 

議    長 

 

議案第２号について，担当区域の推進委員お願いします。 

推 進 委 員 

 

現地を確認したところ，原野のような形でしたが，今は刈り込んであって，

すぐにでも耕作できるような形になっておりました。別に問題はないと思っ

ております。 
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議    長 

 

議案第３号について，担当区域の推進委員お願いします。 

推 進 委 員 

 

現在，水田を作ってありますけれども，引き受けられた後も水稲栽培をさ

れるということですので，特に問題はないと思っております。 

 

議 長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 

 

それでは，採決を行います。 

議案第１号から第３号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 

 

全員賛成ですので，議案第１号から第３号は原案どおりで可決しました。 

 

 議題第２号 

「農地法第３条第１項の規定による許可申請（その２）」について 

 

議 長 次に，議題第２号「農地法第３条の規定による許可申請（その２）」につい

て，事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第４号について，取下げする旨の説明） 

 

 議題第３号 

「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について 

 

議 長 

 

次に，議題第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について，

事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第５～７号について，資料により説明） 

議    長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた推

進委員に意見をお伺いします。 

議案第５号について，担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 現地調査した結果，周辺に農地はなく何も支障はないと思われます。 
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議 長 議案第６号について，担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

現地に行ったところ，息子さんとお父さん両方いらっしゃいまして，いろ

いろお話を聞きました。一人息子だから自分が亡くなっても全部息子の土地

になるからというような話で，別に問題はないと認めております。 

 

議 長 議案第７号について，担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

７月５日に地元の農業委員と一緒に行きました。長いこといろいろとあっ

た土地ですが，完了したと思っております。以上です。 

 

議 長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議    長 

 

 

それでは，採決を行います。 

議案第５号から第７号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 全員賛成ですので，議案第５号から第７号は原案どおりで可決しました。 

 

 

 

 

議題第４号 

「非農地証明の発行」について 

 

議 長 

 

次に，議題第４号「非農地証明の発行」について，事務局より説明をお

願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第８号～第１１号について，資料により説明） 

 

議 長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた推

進委員に意見をお伺いします。 

議案第８号について，担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 ここも 7月５日に地元の農業委員と一緒に見て回りました。何年か前にド

ローンで撮影した場所で，見ての通り，事務局のご報告のとおりだと思って

おります。以上です。 
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議 長 事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 

（質問・意見なし） 

 

議 長 

 

それでは，採決を行います。 

議案第８号から第１１号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 

 

全員賛成ですので，議案第８号から第１１号は原案どおりで可決しまし

た。 

 

 議題第５号 

「農地の権利移動に係るあっせん委員の指名」について 

 

議    長 

 

次に，議題第５号「農地の権利移動に係るあっせん委員の指名」につい

て，事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，ご意見ご質問等はあ

りませんか。 

 

（質問・意見なし） 

 

議 長 

 

それでは，議案第１２号の１番から２９番までについて一括して採決を行

います。 

議案第１２号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます 

 

 （全員挙手） 

 

議 長 

 

全員賛成ですので，議案第１２号は原案どおりで可決しました。 

次に，報告事項につきましては，書面による報告とし，説明は省略いたし

ますが，報告第４号については，事務局から説明をお願いします。 

 

農地利用推進係長 （資料により説明） 
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議 長 

 

 

 ただいま，報告第４号について説明がありましたが，報告事項全般につい

て，何か，ご意見・ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 長 

 

議 長 

（質問・意見なし） 

 

案件２ 農政に係る事項 

議題第６号 

「農地利用検討部会委員の選任」について 

 

それでは，案件２「農政に係る事項」に移ります。 

審議事項の議題第６号「農地利用検討部会委員の選任」について，事務局

より説明をお願いします。 

 

（資料により説明） 

 

事務局から説明がありました議案第１３号について，ご意見・ご質問はあ

りませんか。 

 

（質問・意見なし） 

 

それでは，議案第１３号について採決を行います。議案第１３号について，

原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので，議案第１３号については，原案どおりで可決しました。 

 なお，委員の選任については，この総会後の会議で，各地区から農業委員

１名，推進委員２名を選任してください。 

 

議題第７号 

「令和２年度における農地利用検討部会での検討事項」について 

 

次に，議題第７号「令和２年度における農地利用検討部会での検討事項」

について事務局より説明をお願いします。 

 

（資料により説明） 

 

事務局から説明がありました議案第１４号について，ご意見・ご質問は，
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

ありませんか。 

 

（質問・意見なし） 

 

それでは，議案第１４号について採決を行います。議案第１４号について，

原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので，議案第１４号については，原案どおりで可決しました。 

 

案件３ 農業委員会の運営に係る事項 

協議第１号 

「農業委員と農地利用最適化推進委員の連携」について 

 

それでは，案件３「農業委員会の運営に係る事項」に移ります。 

協議第１号「農業委員と農地利用最適化推進委員の連携」について， 

事務局より説明をお願いします 

 

（資料により説明） 

 

事務局から説明がありました協議第１号について，ご意見・ご質問はあり

ませんか。 

 

（質問・意見なし） 

 

私としては，農業委員と推進委員の連携は，特に重要と考えており，連携

を推進していくため，ぜひこの案で進めたいと考えています。 

連携案に賛同される委員は，拍手をもって賛同をお願いします。 

 

（拍手） 

 

では，今後も引き続き連携案を基本に進めていきたいと思います。 

なお，地区協議会の設置や運営方法については，この総会後の会議で，地

区ごとに決定してください。 

その他，ご意見・ご質問等はありませんか。 

 

（質問・意見なし） 
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議 長 

 

ないようであれば，これで本日予定しておりました議事は全て終了しまし

た。円滑な進行にご協力いただきありがとうございました。 

それでは，令和２年度第５回福岡市農業委員会総会を閉会します。 

なお，次回の総会は，８月１１日火曜日１４時３０分から鮮魚市場会館で

の開催を予定しております。 

 

 


